（R06　夏　府高教　専門部【職業高校部】）
項目〔１〕（１）
○　給料の特例減額については平成26年度をもって、退職手当の５％減額については平成24年度をもって廃止している。

　

○　過去に行った昇給延伸については、平成19年度までに回復している。

○　非常勤講師の報酬及び支給方法の見直しについては、勤務実績に応じた報酬となるよう是正したものであり、ご要求に応じることは困難である。
項目〔１〕（２）
○　各学校において、生徒等による授業アンケートを活用し、組織的に授業改善に向けた取組が進められていると認識している。
○　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施しているところ。

〇　平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性・適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきたところ。

　

〇　今年度８月に実施する「教職員の評価・育成システム」に関する教職員アンケートの結果等も踏まえ、引き続き評価・育成システムがより良い制度となるよう、今後も必要に応じて改善に取り組んでまいりたい。

項目［１］（３）
○　職員の初任給決定基準及び前歴換算の方法については、国の制度を基準としつつ、所要の改善を行ってきたところ。
項目〔１〕（４）
○　産業教育手当につきましては平成17年度に、定時制通信教育手当については、平成16年度に皆様方と協議のうえ、改定したものである。
項目２（５）
○　労働安全衛生法令等の関係法令に基づき、大阪府立学校職員安全衛生管理規定にて、職員の健康管理や労働災害の防止を含む労働安全衛生に係る事項について定め、適切に実施するよう安全衛生管理者研修等を通じて、安全衛生管理者に指導している。
項目２（６）
○　労働安全衛生法等により、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任し労働者の健康管理等を行わせることが義務付けられている。府立学校においては、労働者が50人未満の学校を含め各学校に産業医を選任し、学校教職員の労働安全衛生について指導・助言が得られる体制となっている。
項目２（７）
（下線部について回答）

○　府立学校の環境整備については、事故を未然に防止し、安全確保に万全を期すため、法定点検をはじめ、日常における点検を徹底し、点検の結果により緊急性の高い改修等については、計画的におこなう予防保全とは別に、速やかに現地確認や技術的な検討を行い、必要な対策を講じている。
項目３（８）
○　高等学校の学級編成については、国が定める40人という標準を堅持しつつ、国措置定数を最大限活用して教育条件の改善を図る中で、多様な高校教育の展開に対応することとしている。

　　府教育庁としては、この趣旨に沿って、特色ある学校をはじめ、それぞれの学校の実情に応じて、多様な選択科目の設定や少人数授業の展開などにより、教育条件の改善を図ってまいりたい。

○　なお、1クラス35人を基本に学級展開しているエンパワメントスクール等においても、他校と同様に、国が定める40人という標準に基づき教員を配置しているところ。
項目３（８）（１０）（４７）、１１（５０）
○　府立学校の教職員の配置については、標準法に基づき、各学校の学級数に応じて措置することを基本としている。

○　今後とも、国の措置する定数の確保に最大限努めながら、特色づくりを進める学校への対応や、各学校の取り組みの実情等を勘案し、関係課とも協議しながら適切な人的措置を行ってまいりたい。
項目４（１２）
○　学校管理費については、従前から学校のご意見も伺いながら、実情・実態に即した配分に努めてきたところ。

○　厳しい財政状況の中であり大幅な増額は困難であるが、今後とも光熱水費を含め、必要な予算額の確保に努めてまいる。
項目４（１３）
○　生徒の教育活動の裏付けとなる教職員旅費は、従来から教育予算と位置付けし、一定の予算措置がなされてきたところ。

〇　令和６年度の旅費予算については、各校の計画額により調整した額を各校に配当したところであり、８月に提出いただく予定の旅費予算執行計画に基づき、追加配当等の再調整を行う予定。

〇　今後とも引き続き、生徒の安全管理や学校運営に支障をきたさないよう、財源の確保に努めてまいる。
項目４（１４）
○　女性教職員および女子生徒に必要な施設・設備については、従前より、ヒアリング等を通じて学校からの要望を十分にお聞きし、その意向を踏まえ、予算の範囲内で整備および改善に努めてきたところ。

○　今後とも、教育活動に支障が生じないよう改善に努めてまいる。
項目４（１５）
○　現在、教育庁では、平成16年度に設置した府立高校の普通教室等の空調設備の更新や府立学校の体育館への設置、平成30年度からは支援学校の特別教室への設置に取り組んでいるところ。

○　府立高校の特別教室の空調設備については、各校の音楽室やＬＡＮ教室に加え、視聴覚教室など、使用頻度の高い３教室も対象に設置している。

○　平均気温の上昇や猛暑日の増加など環境の変化を踏まえ、特別教室の使用状況等を検証した上で、生徒の学習環境の改善に必要な対策を検討してまいる。

○　また、教員については、職員室に空調設備を設置済みであるが、職員室内にすべての教員の席が確保できない学校については、各校の状況を確認しながら、個別に対策を検討してまいる。

○　府立学校の空調（冷房）設備の運用については、熱中症事故の防止等、生徒の安全確保のため、授業以外のクラブ活動や行事などの学校活動も含め、学校長が必要と判断する場合は、各校の実情に即した柔軟な運用をお願いしているところ。

○　感染症の拡大防止のため空調設備の使用時においても換気が必要となることから、光熱水費等の予算に不足が生じる場合は、追加で学校予算の配当を行うなど、空調設備の運用に支障が生じないよう対応してまいる。

〇　なお、今年度に関しても、昨年度同様、原油価格高騰の影響はあるが、光熱費は必要額を各学校に措置している。

○　厳しい財政状況の中ではあるが、今後とも必要な予算額の確保に努めてまいりたい。

項目４（１６）
○　施設の整備については、学校から提出していただく「施設整備計画」に基づき個別に対応を進めるほか、福祉整備事業や大規模改修事業を行う際に学校と協議の上、予算の範囲内で改修を進めているところ。

○　今後とも、学校の教育活動に支障が生じないよう、ヒアリング等を通じて、学校のご意見を聞きながら、施設・設備の改修・整備に努めてまいる。

○　府立学校の老朽化対策については、平成２８年度から平成３０年度までに専門事業者による建物の調査を行い、築年数や劣化度などをもとに「府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画」を策定し、計画的に改修等を行っている。

○　また、事故を未然に防止し、安全確保に万全を期すため、法定点検をはじめ、日常における点検を徹底し、点検の結果により緊急性の高い改修等については、計画的におこなう予防保全とは別に、速やかに現地確認や技術的な検討を行い、必要な対策を講じている。
項目４（１７）
○　府教育庁では、府立学校ICTネットワークサポートセンターを設け、校務用端末やLAN教室端末等の機器、およびネットワーク等に関する各校からの問合せに対応しているところ。

○　また、全校トップページに、統合ICTネットワーク及び学校情報ネットワークそれぞれのチームサイトを掲載し、ネットワークを管理されている教職員の負担軽減になるよう努めている。
○　併せて、ＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒１人１台端末に関する問合せ対応やＦＡＱサイトの充実、学校訪問による問題の解決を行うとともに、クラウドサービスに関する設定作業の代行等を通じて、各校の支援を実施しているところ。
〇　令和３年度は、国庫補助を活用し、農業高校・工科高校の機器・装置のデジタル化を図るとともに、産業教育に関する設備の更新についても併せて行った。

〇　限られた財源の中ではあるが、今後も国の補助の動向についても伺いながら、必要な施設・設備の改善・充実に努めてまいる。

項目４（１８）
○　制度拡充は困難であるが、引き続き、個別の事案について、校長・准校長を通じて相談いただいたものについては、母性保護の観点を踏まえて対応してまいる。
項目４（１９）
○　産業教育に関する設備の更新などについては、毎年、関係各校より提出される産業教育振興施設・設備の整備計画書にもとづき、各校の状況をふまえ、順次計画的に進めている。

○　限られた財源の中ではあるが、必要な施設・設備の改善・充実に努めてまいる。
項目４（２０）
〇　地震被害による改修、補修については、学校からの被害状況を聴き取り、順次対応してきたところであるが、一部の学校においては、引き続き改修、補修を実施している状況。

〇　今後とも、学校の教育活動に支障が生じないよう、施設・設備の復旧に努めてまいる。
項目５（２３）
○　府教育庁では、毎年、府民文化部、堺市教育委員会、大阪労働局、府・市・私立高等学校進路指導研究会と連携し、経済団体・業界団体に対して要請を行い、新規高等学校等卒業者が公正に取り扱われるよう依頼を行っている。

項目５（２５）
○　授業において真に必要な資格を取得するための費用については、校長の判断により公費負担が認められているところ。
項目６（２６）
○　中長期的に安定した入学者選抜制度を構築する必要があるとの考えのもと、平成25年度以降、入学者選抜制度のあり方について府教育庁として検討を重ねてまいった。

○　平成28年度以降の入学者選抜制度を改善するにあたり、公教育が果たすべき役割を踏まえて制度設計を行い、平成26年11月に「大阪府公立高等学校入学者選抜制度改善方針」を公表した。令和６年10月には令和７年度入学者選抜実施要項を定め、選抜事務の詳細について公立高等学校の校長・准校長及び担当者を対象とした説明を行った。

○　今後とも、高等学校の教育活動に与える影響に十分配慮しつつ、入学者選抜制度がよりよいものとなるよう努めてまいる。
項目６（２７）
○　新校および系・専科の設置については、関係校等の教職員と府教育庁職員によるカリキュラム検討会議を設け、教育課程や特色ある取組などについて検討しているところ。
項目６（２８）
○　知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室については、「ともに学び、ともに育つ」教育を推進するため、平成21年度入学者選抜から、すべての実施校で募集人員を３人とし、現在は、自立支援推進校11校、共生推進校10校に設置している。

○　知的障がい生徒自立支援コースについては、これまでの成果等を踏まえ、平成30年度入学者選抜における３校での募集人員増に加え、令和４年度入学者選抜において、１校の募集人員を１人増員した。

○　人的措置も含め条件整備については、コーディネーター、非常勤講師、学習サポーターを配置するなど、各校とも協議しながら必要な支援の充実に努めているところ。

○　今後とも、各校の状況把握に努めるとともに、生徒や保護者のニーズを受け止め、これらの取組みが一層充実するように努めてまいる。
項目６（２９）
○　府立高校に在籍する障がいのある生徒への支援について、必要に応じて非常勤講師を措置するとともに、施設・設備の拡充や支援機器の整備を進めてまいった。
〇　また、「障がいのある生徒の高校生活支援事業」において、公認心理師又は臨床心理士の資格を有する専門家を全校に配置するとともに、予算の状況等を踏まえながら、介助員・学習支援員を配置し、支援の充実を図っているところ。
項目６（３０）
○　学校、学科の改編については当該の学校の教職員と府教育庁職員による準備委員会を設け、教育課程や特色ある取り組みなどについて検討しているところ。
項目６（３１）
○　府教育庁では、GIGAスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒１人１台端末に関する問合せ対応やFAQサイトの充実、学校訪問による問題の解決を行うとともに、クラウドサービスに関する設定作業の代行等を通じて、各校の支援を実施しているところ。

○　また、教員が授業で活用する端末については、国の臨時交付金等を活用し、普通教室数相当の教員用のChromebookを全校に配備しており、ICTを活用した学習を行う環境について、一定の整備を行った。

○　さらに、令和４年度には、生徒用として配備している端末について、在籍人数に応じた再配備を行い、各校において、運用上、支障がない範囲で当該端末を教員用として活用いただいているところ。

項目７（３２）（３２）
○　教員の新規採用については、定数事情が厳しい中ではあるが、今後とも、欠員状況を踏まえながら、新規採用者の確保に努めてまいる。
項目７（３４）
○　農芸員については、直営で担うべき業務として、また、府教育委員会にとって重要な課題である障がい者雇用を推進するため、計画的に採用しているところ。

○　引き続き、今後の退職動向や再任用希望者の動向等を踏まえて、学校運営に支障がでないように、適切な人事管理に努めてまいる。
項目７（３５）
○　教員人事においては、「大阪府公立学校教職員人事基本方針」を定め、これに基づき実施している。今後とも各学校の実情に応じて、教員の適正な配置を図り、学校に清新の気風を醸成するとともに、教員の経験を豊かにし、資質の向上を図るため、校長の具申を基に、計画的に進めてまいる。
項目７（３８）
○　特別免許状の交付を前提とした選考の実施については、教員採用選考方法の工夫の一つとして、平成23年度採用選考テストから高校・高等部の工業実習の教科で実施したところ。

引き続き、高い専門的知識や高度な技能を有する教員の確保に努めてまいる。
項目８（４０）
※下線部のみ回答

○　年末年始の出勤に対して、新たに手当の創設を行うことについては困難である。
○　皆様には、搾乳や植物への散水等の業務等に早朝、休日に関係なく、日々従事していただき、大変ご苦労をおかけしている。

○　今後とも、皆様の実情など校長先生からも状況を伺うなど、業務の実態について把握し、必要な措置を講じてまいる。
項目８（４１）
○　学校管理費における農場生産物にかかる予算については、従前から特定財源として予算額の確保に努めてまいった。

〇　新型コロナウイルス感染症による学校管理費の実習加算額への影響は、できるだけ少なくなるよう考えたい。
○　厳しい財政状況の中ではあるが、今後とも実習にかかる費用を含め、必要な予算額の確保に努めてまいる。
項目８（４２）
○　産業教育に関する設備の更新などについては、毎年、関係各校より提出される産業教育振興施設・設備の整備計画書にもとづき、各校の状況をふまえ、順次計画的に進めている。

○　府の厳しい財政状況の中ではあるが、必要な施設・設備の改善・充実に努めてまいる。
項目９（４３）
○　平成26年度より工科高校が、各校の持つ強みを生かし、「人材育成の重点化」を行っている。各校の特色ある取組が、「重点化」を踏まえ進められることが大事であると考える。

○「重点化」が進められ、各校の取組の充実が図られるよう努めてまいる。
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